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　幌延町では、平成24年3月に第５期の「幌延町介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画」を策定し、これに
基づき介護保険事業と高齢者の保健福祉事業に取り組んできました。
　3年を１期として計画する「介護保険事業計画」に併せ、介護保険事業以外の保健福祉施策全般にわたる「高
齢者保健福祉計画」との整合性を図り連携して事業を推進する必要があることから両計画を一体的に策定してお
ります。

　高齢者をはじめ、すべての町民が住み慣れた幌延町で、健康で安心して暮らせるまちづくり
を進めていくため、この計画の基本理念を「第５次幌延町総合計画」で示しております『健や
かに安心して暮らせるまちづくり』とし、次の４点を基本目標にして計画を推進していきます。

①　健康づくり　　　　　　　　　　　　　　③　介護保険事業の推進
②　地域包括ケアシステム構築の推進　　　　④　高齢化に対応したまちづくりの推進

計画策定の基本理念と目標

　今後3年間（平成27年度～平成29年度）の介護サービスを安心して受けるために必要なサービス量など
を見込み推計しました。65歳以上の第1号被保険者の方の保険料は、次の表のとおりになります。国は、第
６期に当たり所得水準に応じた、きめ細かい保険料の設定を行うため、所得段階を９段階に見直し、所得の低
い段階には別途公費による保険料軽減を強化しました。幌延町も、国の所得基準に基づいて保険料を定めま
した。
　介護報酬は引き下げられましたが、要介護認定者や利用者の増加等により介護サービス給付費は第５期と
ほぼ同水準になりました。
　なお、第６期の保険料基準額は、介護給付費準備基金の取崩しにより、第５期と比較して「8.2%」減の改
定になりましたので、ご理解くださいますよう、お願いいたします。

■介護保険料（年額）と算定に関する基準

介護保険料の改定

問い合わせ先　町民課保健福祉グループ 介護保険担当　TEL01632-5-1115（内線157）

(基準額：第5段階)

注）（　）は平成29年度見込み

区　分 対象者
第５期

負担割合 区　分

第１段階

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

第6段階

第7段階

第8段階

第9段階

対象者
第６期 保険料（年額）

負担割合

0.50
0.45

（0.30）

0.75
（0.50）

0.75
（0.70）

0.90

1.00

1.20

1.30

1.50

1.70

第５期

第１段階 0.50 35,400円
※32,500円
29,200円
（19,500）

48,700円
（32,500）

48,700円
（45,500）

58,500円

65,000円

78,000円

84,500円

97,500円

110,500円

第２段階 0.50

第3段階

第4段階

第5段階

第6段階

第7段階

特例
第４段階

0.75

0.87

1.00

1.25

1.50

1.75

35,400円

53,100円

61,500円

70,800円

88,500円

106,200円

123,900円

第６期
生活保護の方
世帯全員が町民税非課税で、老齢福祉年金を
受給されている方

世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得
金額と課税年金収入額の合計が80万円以下
の方

世帯全員が町民税非課税で、第２段階に該当
しない方

世帯の誰かに町民税が課税されているが、本
人は町民税非課税で、前年の合計所得金額と
課税年金収入額の合計が80万円以下の方
世帯の誰かに町民税が課税されているが、本
人は町民税非課税で、特例第４段階に該当し
ない方

本人が町民税課税で、前年の合計所得が190
万円未満の方

本人が町民税課税で、前年の合計所得が190
万円以上400万円未満の方

本人が町民税課税で、前年の合計所得が400
万円以上の方

生活保護の方
世帯全員が町民税非課税で、老齢福祉年金を
受給されている方
世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得
金額と課税年金収入額の合計が80万円以下
の方

世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得
金額と課税年金収入額の合計が80万円を超
え120万円以下の方
世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得
金額と課税年金収入額の合計が120万円を超
える方
世帯の誰かに町民税が課税されているが、本
人は町民税非課税で、前年の合計所得金額と
課税年金収入額の合計が80万円以下の方
世帯の誰かに町民税が課税されているが、本
人は町民税非課税で、前年の合計所得金額と
課税年金収入額の合計が80万円を超える方
本人が町民税課税で、前年の合計所得が120
万円未満の方
本人が町民税課税で、前年の合計所得が120
万円以上190万円未満の方
本人が町民税課税で、前年の合計所得が190
万円以上290万円未満の方

本人が町民税課税で、前年の合計所得が290
万円以上の方

※軽減前 ※軽減前

5　◀ほろのべの窓　2015.4月号


